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主        文 

被告人を懲役１年６月に処する。 

この裁判が確定した日から４年間その刑の執行を猶予する。 

理        由 

（罪となるべき事実） 

被告人は、Ｂ町長として、同町の事務を統括し、同町が発注する公共工事の入札

等に関する事務を管理及び執行する職務に従事していたもの、分離前の相被告人Ｃ

は、土木建築工事の請負等を業とする株式会社Ｄの代表取締役として、同社の業務

全般を統括していたもの、分離前の相被告人Ｅは、土木建築工事等を業とする株式

会社Ｆの代表取締役として、同社の業務全般を統括していたもの、分離前の相被告

人Ｇは、同社の従業員として同社における入札業務等に従事していたもの、分離前

の相被告人Ｈは、従前から被告人及びＥと親交を結んでいたものであるが、被告人

は、 

第１［起訴状記載の公訴事実第１］ 

令和６年７月３０日にＢ町が執行した「消防本部庁舎仮眠室等個室化改良工

事」の指名競争入札に関し、前記職務に従事するものとして適正に入札等に関

する職務を行う義務があるのに、その職務に反し、Ｃと共謀の上、同月２９日、

Ｂ町役場内町長室において、同人に対し、アプリケーションソフト「ＬＩＮＥ」

のメッセージ送信機能を利用して、同入札における秘密事項である最低制限価

格（税抜き）を教示し 

第２［起訴状記載の公訴事実第３］ 

令和６年７月３０日にＢ町が執行した「令和６年度町道本通り線舗装改修工

事」の指名競争入札に関し、前記職務に従事するものとして適正に入札等に関

する職務を行う義務があるのに、その職務に反し、Ｅ、Ｇ及びＨと共謀の上、

同月２９日、前記町長室において、Ｈに対し、電話で、同入札における秘密事

項である最低制限価格（税抜き）の近似額を教示し、Ｈが、同日、大阪府内又
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はその周辺において、Ｇに対し、電話で、同近似額を教示して、その頃、同人

をして、Ｅにこれを教示させ、よって、同月３０日、前記Ｂ町役場において執

行された前記入札において、前記Ｆ社をして、前記最低制限価格に近似する

１０７７万円で入札させて同工事を落札させ 

第３［起訴状記載の公訴事実第５］ 

令和６年１２月１９日にＢ町が執行した「中央線１１分区汚水管渠布設工事

（１０工区）」の指名競争入札に関し、前記職務に従事するものとして適正に

入札等に関する職務を行う義務があるのに、その職務に反し、Ｅ、Ｇ及びＨと

共謀の上、同月１８日、前記町長室において、Ｈに対し、電話で、同入札にお

ける秘密事項である最低制限価格（税抜き）の近似額を教示し、Ｈが、同日、

堺市内の商業施設Ｉにおいて、Ｇに対し、電話で、同近似額を教示して、その

頃、同人をして、Ｅにこれを教示させ、よって、同月１９日、前記Ｂ町役場に

おいて執行された前記入札において、前記Ｆ社をして、前記最低制限価格に近

似する１４２９万円で入札させて同工事を落札させ 

第４［起訴状記載の公訴事実第７］ 

令和６年１２月１９日にＢ町が執行した「令和６年度町道Ｊ川左岸線舗装改

修工事」の指名競争入札に関し、前記職務に従事するものとして適正に入札等

に関する職務を行う義務があるのに、その職務に反し、Ｅ、Ｇ及びＨと共謀の

上、同月１８日、前記町長室において、Ｈに対し、電話で、同入札における秘

密事項である最低制限価格（税抜き）の近似額を教示し、Ｈが、同日、前記商

業施設Ｉにおいて、Ｇに対し、電話で、同近似額を教示して、その頃、同人を

して、Ｅにこれを教示させ、よって、同月１９日、前記Ｂ町役場において執行

された前記入札において、Ｇから同近似額に近接する価格の教示を受けたＫが

代表取締役を務める株式会社Ｌをして、前記最低制限価格に近似する１６５５万

円で入札させ 

もって、それぞれ、入札等に関する秘密を教示することにより入札等の公正を害す
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べき行為を行うとともに、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公

正を害すべき行為をしたものである。 

（量刑の理由） 

本件は、Ｂ町長であった被告人が、建築会社の経営者らと共謀の上、同町発注の

工事４件に関する入札に先立ち、その職務に反して、上記経営者らに対し、入札に

おける秘密事項である最低制限価格やその近似額（最低制限価格を数千円から数万

円程度上回る金額。以下、最低制限価格と併せて「最低制限価格等」という。）を

教示するなどした事案である。 

被告人は、限られた立場の者のみが知り得る指名競争入札の最低制限価格等を、

一部の事業者に繰り返し教示していたものであるが、当該行為により教示を受けた

事業者の公共工事の落札が容易になることは明らかであり、本件犯行は、入札の公

正を著しく害するものといえる。また、入札案件がいずれも最低制限価格１０００万

円を超える一定規模のものであることや、判示第２及び第３の入札案件にあっては、

教示を受けた事業者が実際に落札に至っていることも考慮すると、本件各行為によ

り入札の公正が害された程度も小さくはない。 

被告人は、Ｂ町長として、町政全般を適切に運営することが誰よりも求められる

立場にありながら、かえってその立場を不正利用して各犯行に及んだから、その意

思決定は強く非難される。被告人は、風通しのよい入札制度実現のため、最低制限

価格を事前公表する必要性を感じており、本件は、その信条に沿った行為であった

旨を述べるが、Ｂ町は、議論の末に最低制限価格の事後公表を採用していたと認め

られるから、被告人は、手続を経て採用された町の方針に反して独断的に行動した

ものであり、その動機に酌量すべき点はない。 

以上からすれば、私利私欲に基づく犯行とはいえないことを踏まえても、被告人

の刑事責任は軽視できず、本件は、懲役刑（付執行猶予）を選択するのが相当な事

案といえる。 

そこで、被告人は、自ら公職を辞し、公判廷においても反省の弁を述べているこ
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と、前科前歴がないことなど、一般情状として有利に斟酌すべき事情も考慮し、主

文のとおり判決する。 

（求刑－懲役１年６月） 

令和７年１１月６日 

        大阪地方裁判所第１３刑事部 
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